
防府市地域おこし協力隊設置要綱 

平成２７年４月１日制定  

（設置） 

第１条 人口減少及び少子高齢化の進む本市において、地域外の人材を活用し、

地域の活力を促進するとともに、その人材の定住、定着を図るため、地域お

こし協力隊推進要綱（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官

通知）に基づき、防府市地域おこし協力隊（以下「協力隊」という。）を設置

する。 

 （協力隊員の要件） 

第２条 協力隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者の中から、市長が任用

又は委嘱する。 

（１）地域の活性化に高い関心を持ち、意欲を持って取り組むことのできる者。 

（２）生活の拠点を、３大都市圏をはじめとする都市地域等から防府市へ移し、 

住民票を異動させた者（任用を受ける前に既に防府市内に定住・定着して 

いる者（既に住民票の異動が行われている者等）については、原則として 

含まない）。ただし、隊員であった者（同一地域における活動２年以上、 

かつ解嘱１年以内）で、３大都市圏外の全ての市町村及び３大都市圏内の 

条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者は含める。 

（３）地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第１６ 

条に規定する欠格事項に該当しない者。 

 （隊員の種類） 

第３条 協力隊員は、次に掲げる形態のいずれかとし、地域協力活動を行うも

のとする。 

（１）任用型地域おこし協力隊隊員（以下「任用型隊員」という。） 

（２）委託型地域おこし協力隊隊員（以下「委託型隊員」という。） 

 （任用型隊員の身分） 

第４条 任用型隊員の身分は、法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年

度任用職員とする。 

 （任用型隊員の任用期間） 

第５条 任用型隊員の任用期間は１年とする。ただし、年度の途中において任



用した任用型隊員の任用期間は、その任用日から任用の日の属する年度の末

日までとする。 

２ 任用を延長する場合には、一会計年度ごとに延長し、最長３年まで延長す

ることができるものとする。 

  ただし、地域協力活動として地場産業等に従事する任用型隊員が、任期終

了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、３年を超えて当該

地域協力活動を行うことを希望した場合、次の各号に掲げる場合、活動期間

の延長が必要と認められる場合には、２年を上限として延長（最長５年）す

ることができることとする。  

（１）当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要であること。  

（２）起業の場合は１人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事

業に係る雇用数を維持すること。  

（３）地域おこし協力隊員として防府市内に定住し、かつ防府市で起業・事  

業承継を行うこと。 

 （任用型隊員の解任） 

第６条 市長は、任用型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用期

間の途中であっても、解任することができる。 

 （１）法令に違反し、又は活動を怠ったとき 

 （２）心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

 （３）本人から申出があったとき 

 （４）協議なく住所を移したとき 

 （５）隊員が法第２８条又は第２９条に規定する免職の事由に該当するとき 

 （６）前各号に掲げるもののほか、隊員として不適当と認める行為があった 

とき 

 （任用型隊員の活動に要する経費） 

第７条 市長は、任用型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するも

のとする。 

 （協力隊設置業務の委託） 

第８条 市長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、委託型隊員若しくは法人

又は任意の団体等（以下、「受入団体」という。）に委託することができる。 



２ 受入団体が協力隊設置業務を受託する場合は、受入団体が委託型隊員の業

務を行うこととして雇用する者に、市長が委嘱する。 

（委託型隊員の身分及び勤務条件） 

第９条 市と委託型隊員の間には雇用関係は生じないものとし、委託型隊員は

地方公務員としての身分を有しないものとする。 

２ 受入団体に雇用される場合の委託型隊員の勤務条件については、市と受入

団体が協議し、受入団体が定めるものとする。 

（委託型隊員の委嘱期間及び解嘱） 

第１０条 委託型隊員の委嘱期間は第５条、解嘱は第６条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「任用型隊員」とあるのは「委託型隊員」、

「任用」とあるのは「委嘱」と読み替えるものとする。 

 （委託型隊員の活動に要する経費） 

第１１条 委託型隊員の活動に必要な経費は、市と委託型隊員又は受入団体が

締結する業務委託契約の委託料の範囲内で市が負担するものとする。 

 （業務報告） 

第１２条 協力隊員は、必要に応じて市長に業務報告を行わなければならない。 

 （守秘義務） 

第１３条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 



 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年１２月１４日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


